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＜登録に関するＱ＆Ａ＞ 

 

 

 

Ａ.割引分の補てんなどはできないため、ドリンク提供や割引などのサービスは営業上無理

のない範囲での設定をお願いします。また、一旦登録し、途中でサービス内容を変更さ

れたい場合はご連絡ください。 

 

 

 

Ａ.サイクリストにとって目印となるステッカーを店頭に貼付できることや、今後サイクリ

ストが利用するホームページなどにサービス等の情報が掲載されることで、サイクリス

トへの認知度が向上し、来店可能性が高まるというメリットがあります。 

 

 

 

 

Ａ.大歓迎です。サイクリストが喜ぶサービスを提供していただけることと、あたたかく受

け入れていただけることが最も重要です。 

 

 

 

Ａ.特に決まりはありませんが、店頭と店内など、サイクリストが見つけやすいところに貼

ってください。 

Ｑ.自転車に乗っている人なら誰にでも割引などのサービスを提供しないといけないの？ 

Ｑ.どんなメリットがあるの？ 

Ｑ.空気入れの貸出やメンテナンススペースの貸出など、コストがかからないものだけ 

でも登録は可能？ 

Ｑ.２枚のステッカーはどこに貼ったらいいの？ 


